
平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
七
日
提
出

質

問

第

九

四

号

性
同
一
性
障
害
者
の
性
別
適
合
手
術
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

井

坂

信

彦
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性
同
一
性
障
害
者
の
性
別
適
合
手
術
に
関
す
る
質
問
主
意
書

性
同
一
性
障
害
者
が
自
己
認
識
の
性
別
に
沿
っ
た
新
戸
籍
の
編
製
を
求
め
る
際
、
性
同
一
性
障
害
者
の
性
別
の
取
扱
い
の
特

例
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
第
四
号
「
生
殖
腺
（
せ
ん
）
が
な
い
こ
と
又
は
生
殖
腺
の
機
能
を
永
続
的
に
欠
く
状
態
に
あ

る
こ
と
」
、
第
五
号
「
そ
の
身
体
に
つ
い
て
他
の
性
別
に
係
る
身
体
の
性
器
に
係
る
部
分
に
近
似
す
る
外
観
を
備
え
て
い
る
こ

と
」
に
準
じ
、
性
別
適
合
手
術
が
不
可
欠
と
な
る
。
し
か
し
現
在
、
性
別
適
合
手
術
は
健
康
保
険
の
適
用
外
で
あ
り
、
性
同
一

性
障
害
者
へ
の
内
分
泌
療
法
、
外
科
的
療
法
は
自
費
診
療
で
行
わ
れ
て
い
る
。
自
己
認
識
の
性
別
に
沿
っ
た
新
戸
籍
の
編
製

は
、
個
人
の
尊
厳
を
尊
重
す
る
婚
姻
等
の
手
続
き
に
必
須
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
性
同
一
性
障
害
者
の
権
利
保
護
の
観
点
か

ら
、
次
の
事
項
に
つ
き
質
問
す
る
。

一

一
般
社
団
法
人
ｇ
ｉ
ｄ
�
ｊ
ｐ
日
本
性
同
一
性
障
害
と
共
に
生
き
る
人
々
の
会
の
調
査
に
よ
る
と
、
性
同
一
性
障
害
者
の

性
別
の
取
扱
い
の
特
例
に
関
す
る
法
律
が
平
成
十
六
年
七
月
に
施
行
さ
れ
て
か
ら
平
成
二
十
六
年
末
ま
で
に
、
性
別
の
取
扱

い
の
変
更
の
審
判
を
受
け
た
者
の
件
数
を
五
千
百
六
十
六
件
と
し
て
い
る
。

性
同
一
性
障
害
者
の
性
別
の
取
扱
い
の
特
例
に
関
す
る
法
律
が
施
行
さ
れ
て
か
ら
、
昨
年
の
平
成
二
十
七
年
ま
で
性
別
の

取
扱
い
の
変
更
の
申
し
立
て
を
行
い
、
審
判
を
受
け
た
者
の
件
数
を
、
政
府
と
し
て
把
握
し
て
い
る
か
。一



二

性
同
一
性
障
害
の
方
が
、
社
会
保
険
審
査
会
に
対
し
て
傷
病
手
当
金
支
給
の
再
審
査
請
求
を
行
っ
た
事
案
に
つ
い
て
の
平

成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日
の
裁
決
文
に
お
い
て
、
理
由
の
第
五
「
以
上
を
総
合
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
診
断
書
が
性
別
変
更

診
断
書
と
し
て
の
適
格
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
、
精
神
療
法
及
び
ホ
ル
モ
ン
療
法
に
係
る
治
療
経
過
等
も
是
と
さ
れ
た
上

で
、
性
別
変
更
審
判
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
本
件
手
術
は
、
『
ほ
か
の
療
法
に
よ
る
治
療
が
十
分
に
行

わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
治
療
効
果
に
限
界
が
あ
る
と
い
っ
た
場
合
』
に
当
た
り
、
『
治
療
上
や
む
を
得
な
い
』
も
の
で

あ
っ
た
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
手
術
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
健
康
保
険
の
適
用
の
あ
る
療

養
の
給
付
の
対
象
と
な
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」
旨
の
記
載
が
な
さ
れ
て
い
る
。

①

以
上
の
社
会
保
険
審
査
会
の
判
断
を
鑑
み
て
、
性
同
一
性
障
害
の
療
養
及
び
性
別
の
取
扱
い
の
変
更
の
審
判
申
し
立
て

を
行
う
為
に
性
別
適
合
手
術
の
施
行
が
や
む
を
得
ず
、
診
断
書
が
性
別
変
更
診
断
書
と
し
て
の
適
格
を
有
し
、
精
神
療
法

及
び
ホ
ル
モ
ン
療
法
に
係
る
治
療
経
過
等
が
適
切
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
健
康
保
険
の
適
用
対
象
で
あ
る
の
か
。

②

以
上
の
社
会
保
険
審
査
会
の
判
断
に
加
え
、
日
本
精
神
神
経
学
会
・
性
同
一
性
障
害
に
関
す
る
委
員
会
の
性
同
一
性
障

害
に
関
す
る
診
断
と
治
療
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
第
四
版
）
で
は
、
性
同
一
性
障
害
者
へ
の
治
療
、
性
別
適
合
手
術
等
の
検

討
は
、
十
分
な
知
識
と
経
験
を
も
っ
た
医
療
チ
ー
ム
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
診
断
に
必
要
な
情
報
が
得
ら

二



れ
る
ま
で
の
診
察
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
性
別
適
合
手
術
の
適
応
判
定
は
、
医
療
分
野
の
有
識
者
の
慎
重
な
診
断

と
、
法
的
及
び
倫
理
的
な
専
門
家
の
配
慮
に
基
づ
い
た
判
断
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
な
ぜ
性
別
適

合
手
術
は
現
在
も
健
康
保
険
の
適
用
外
と
な
っ
て
い
る
の
か
。

③

政
府
と
し
て
、
性
同
一
性
障
害
の
治
療
に
対
す
る
認
定
医
制
度
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
制
定
に
よ
っ
て
、
新
戸
籍
の
編
製

に
必
要
と
な
る
最
低
限
の
内
分
泌
療
法
や
外
科
的
療
法
を
保
険
適
用
の
対
象
と
す
る
検
討
、
議
論
は
な
さ
れ
て
い
る
か
。

検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
、
今
後
性
別
適
合
手
術
の
保
険
適
用
に
つ
い
て
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
審
議
、
検
討
が
必
要

と
さ
れ
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

平
成
二
十
七
年
七
月
十
八
日
の
毎
日
新
聞
夕
刊
に
お
い
て
、
性
別
適
合
手
術
が
保
険
適
用
外
で
あ
る
理
由
に
つ
い
て
、
厚

生
労
働
省
保
険
局
の
担
当
者
は
「
手
術
の
有
効
性
や
合
併
症
な
ど
の
安
全
性
に
つ
い
て
ま
だ
議
論
が
必
要
」
と
説
明
し
た
上

で
、
認
定
医
制
度
に
関
し
て
は
「
き
ち
ん
と
診
断
、
治
療
で
き
る
医
師
を
認
め
る
制
度
で
あ
れ
ば
保
険
適
用
に
つ
な
が
る
可

能
性
は
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

上
記
報
道
に
よ
る
厚
生
労
働
省
保
険
局
の
担
当
者
の
見
解
は
、
政
府
の
見
解
と
し
て
理
解
し
て
よ
い
か
。

右
質
問
す
る
。

三


